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・「地域資源管理構想」は、5年間の期間終了時までに提出することが必須要件となっています。
　　(提出していない場合は、交付金の全額返還となります。)
・「地域資源管理構想」は、毎年の農地維持活動の推進活動の積み重ねによって作成するものです。
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皆さんこんにちは、早いもので今年度も残り1日となりました。

年度終了を控え、活動の取りまとめや総会準備に追われていることと

思います。年度終了に伴い活動期間の終了も同時に迎える組織につい

ては、必ず「地域資源管理構想」を提出することとなっていますので、

活動組織へご通知頂きますようご連絡致いたします。

地域資源管理構想の提出について



毎年行った推進活動の積み重ねが、

「地域資源管理構想」となるのよ。

提出日は、令和５年３月３１日ま

でに!!


